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1.継続事業の前提に関する注記
該当無し

2.重要な会計方針
固定資産の減価償却の方法

・建物/建物付属　　　　　定額法

・構築物　　　　　　　　 　　定額法

・車両運搬具　　　　　　　定額法

・器具及び備品　　　　　 定額法

3.重要な会計方針の変更
該当無し

4.法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の会計処理

　独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済及び確定拠出年金制度の

ように拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度については、当該制度に基づく要拠出額

である掛金額をもって費用処理する。

5.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）

（2）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（3）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の３様式）

　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（4）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　　　本部拠点（社会福祉事業）

　「本部」

イ　　　とわえもあ拠点（社会福祉事業）

　「就労支援A型」「就労支援B型」「就労支援移行」

ウ　　　どりーむはうす拠点（社会福祉事業）

　「就労支援B型」

エ　　　ゆるり拠点（社会福祉事業）

　「ゆるり」「ゆるり２番館」

当期末残高当期減少額当期増加額前期末残高基本財産の種類

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

6.基本財産の増減の内容及び金額

土地 76,500,000 0 0 76,500,000

建物 58,640,575 31,830,400 21,633,606 68,837,369

　 合 計 　 135,140,575 31,830,400 21,633,606 145,337,369

7.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特
別積立金の取崩し
該当なし

8.担保に供している資産



担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 16,840,754 円

計 16,840,754 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,193,000 円

計 2,193,000 円

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

当期末残高減価償却累計額取得価額

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

土地（基本財産） 76,500,000 0 76,500,000

建物（基本財産） 90,539,300 24,476,072 66,063,228

建物付属（基本財産） 8,032,352 5,258,211 2,774,141

構築物 1,380,282 1,114,987 265,295

機械装置 2,924,964 73,125 2,851,839

車両運搬具 11,037,965 10,543,134 494,831

器具及び備品 10,807,073 8,709,331 2,097,742

権利 3,357,700 0 3,357,700

人件費積立預金 6,000,000 0 6,000,000

施設整備等積立預金 1,000,000 0 1,000,000

　 合 計 　 211,579,636 50,174,860 161,404,776

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

債 権 額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし 0 0 0

　 合 計 　 0 0 0

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし 0 0 0

　 合 計 　 0 0 0

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
(単位：円)

種類 法人等の

内容

住所 資産総額 事業の

内容

又は職業

議決権の

所有割合

関係内容

役員の

兼務等

事業上の

関係

取引の

内容

取引金額 科目 期末残高

12.関連当事者との取引の内容

該当なし 0 0 0



13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし


